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《 伊賀用水の自流水取水を認めなければならない 》 
       2008 年 3 月２４日 

     伊賀利水研究会  代表 浅野隆彦 

〔 はじめに 〕 

 平成 20 年 1 月 16 日付で伊賀水道用水供給事業の「水利使用の許可」が為された。

「国近整水 第１１４号」で、いわゆる暫定豊水水利権と称する 1 年限りの許可である。

「最大取水量は０．１５７ｍ3/ｓで、大河原地点における木津川の流量が、6 月 16 日か

ら 9 月 15 日までの間においては１２．０ｍ3/ｓ、9 月 16 日から翌年の 6 月 15 日まで

の間においては６．０ｍ3/ｓを超える場合において、その越える部分の範囲において

取水すること。」としている。 

 

 平成 8 年から 17 年までの大河原地点の観測流量表を使い、上記の条件を勘案し

10 ヵ年の取水可能日数から０．１５７ｍ3/ｓを導き出すという、大変に変な遣り方であ

る。期間および流量の絶対的な条件は何処から来ているのか！？。下流の特定用

水・不特定用水などの精査と説明が必要であろう。筆者は今回それには食い込まず、     

１）依那具井堰より大内観測所までの「流量観測の新データ」が示す新たな証拠を検

討したり、 

２）最近の調査によって発見された「幽霊水利権」の整理の必要性を示す事で、「伊賀

用水０．３５８ｍ3/ｓ」が木津川自流水取水で確実に可能である事を説明するものであ

る。 

 

 また、近畿地整は大内地点での「河川維持流量」を０．７４ｍ3/ｓとしている。これに

対し、筆者は≪《伊賀用水問題を考える》＝河川管理者回答への反論≫〔改訂版 ２

００８年２月１７日〕「伊賀利水検討グループ」事務局 浅野隆彦 の中で、５） 河川維

持流量が大内地点で０．７４ｍ3/ｓとされているが、この地点で何故０．７４ｍ3/ｓなの

か？この明確な根拠を示さなくてはならない。何故０．３ｍ3/ｓでいけないのかを詳細

に説明しなければならない。 ６） 大内地点の直後に大内排水樋門があり、大内集

落などの還元排水、青蓮寺用水の還元排水などが流れ込んでいる。直に岩根川が

合流する。樋門まで２ｍ、岩根川まで２００ｍほどであり、河川維持流量たるものが大

渇水年の内、たった一日、僅かの量足りないと言って生息動物にどう影響するものか、

根拠ある説明がなされねばならない。・・・・・と指摘してきたが、これに対する反論が

ない。 

 

３）その為、大内地点の低水流路の断面を使い、０．３ｍ3/ｓ、０．７４ｍ3/ｓの時の水

深を示し、これが大渇水年の僅かの日数において、生息動植物にどう影響するもの

かを検討することにしょう。以上の１）～３）の事項を中心に検討を行い、考えを述べる

ものである。 

 

 次ページに〈 図―１ 〉〔 依那具井堰から大内観測所までの流況観測地点と相関

模式図 〕を示す。 
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〈 図―１ 〉 〔 依那具井堰から大内観測所までの流況観測地点と相関模式図 〕 

 

＊ 凡 例 ＊ 

１・木津川本川１

２・前川 

３・矢田川 

４・木津川本川２

５・木津川支川 

６・山の川  

A・農業用水路１

B・農業用水路２

い・依那具井堰 

ろ・猪田統合頭首工 

は・森井堰 

に・伊賀市水道 守田水源

ほ・守田機械揚水 

へ・久米井堰頭首工 

ａ・大内排水樋門

b・八幡排水樋門 

 

イ・大内観測所 

ロ・依那古観測所
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〈 表―１ 〉 〔 三重県企業庁の流量観測データ ８枚 〕 

 

 以下に 8 箇所の観測流量表を示す。上流から下流の順番にし、観測地点と説明を

付記する。前頁の〔 ・・・相関模式図〕中の記号を説明文の後ろに付けている。 

 

「猪田統合頭首工」から取水している農業用水路である。〔 A 〕 
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 木津川の本流で、森井堰へ流入している。〔 １ 〕 
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 前川の出口で、依那具井堰係りのかんがい用水を含め、森井堰に流入する。

〔 ２ 〕 

 

 

1007　伊賀利水研究会　浅野隆彦氏

1007－ 5／15



- 6 - 

 

 

 

 矢田川の出口付近で、青蓮寺用水の一部の排水を含め、森井堰に入る。〔 ３ 〕 
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 森井堰から取水している農業用水路２の流出量である。この大半は大内観測所の

下流である八幡排水樋門から排水されるので、大内観測データに反映されていない。

〔 B 〕 
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 木津川の本流で、伊賀市水道守田水源の直上流である。〔 ４ 〕 
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 森井堰の用水の一部が排水されて、木津川の伊賀市水道守田水源の直上流に流

入する分である。〔 ５ 〕 
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 青蓮寺用水の一部の排水や山の池係りの排水などが、伊賀市水道守田水源の直

上流部へ流入している。〔 ６ 〕 
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〈 表―２ 〉 〔 大内観測所 平成１８年 日水位年表に於ける流量への変換表 〕 

 この表は木津川上流河川事務所から提供された「日水位年表」の一部を、三重県

企業庁の流量観測表と照合出来るように水位データを流量に変換したもので、確定

H-Q 式 Q=１０．３５（H ＋０．２９）²に当て嵌めて筆者が算定した。 
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〈 表―３ 〉 〔 伊賀市水道守田水源を巡る直上下流の流況比較表 平成１８年 〕 

       （単位：ｍ3/ｓ） 

年月日 〔４〕流量 〔５〕流量 〔６〕流量 合計流量 大内観測 差量 

18・4・17  ４．４８  ０．０６０  ０．０８  ４．６２  ４．５１   ０．１１

18・4・27  １．０２  ０．１００  ０．１１  １．２３  １．７４ Δ０．５１ 

18・5・08  ２．７０  ０．３６０  ０．４１  ３．５６  ４．２４ Δ０．６８ 

18・5・29  ２．７９  ０．２１０  ０．２５  ３．２５  ３．２５   ０．００

18・6・08  １．０８  ０．１４０  ０．１１  １．３３  １．４２ Δ０．０９ 

18・6・19  ５．０５  ０．２８０  ０．１７  ５．５０  ５．５２ Δ０．０２ 

18・7・07  ３．７８  ０．２００  ０．１０  ４．０８  ３．９８   ０．１０

18・7・28  ５．０３  ０．２３０  ０．１７  ５．４３  ４．９３   ０．５０

18・8・08  ６．３０  ０．１５０  ０．２９  ６．７４  ５．０７   １．６７

18・8・28  ３．２１  ０．２６０  ０．０７  ３．５４  ２．９１   ０．６３

18・9・11  ４．１８  ０．２２０  ０．０４  ４．４４  ３．７３   ０．７１

18・10・10  ５．３９  ０．０８０  ０．０７  ５．５４  ４．７９   ０．７５

18・11・10  ２．４３  ０．０１９  ０．０２  ２．４７  ２．２９   ０．１８

18・12・11  ３．１２  ０．０１９  ０．０４  ３．１８  ２．６９   ０．４９

       

( 小数点第 3 位を四捨五入している。) 

 

 伊賀市水道守田水源の直上流に流れ込む合計流量と、その直後の大内観測所で

の流量の違いは守田水源の取水量分とほぼ等しい筈なのだが、春の４・２７と５・０８

は大内の方が大きく流量が増えている。その反対に夏の７・２８から１０・１０までは０．

５ｍ3/ｓ以上の大幅な減少ぶりである。 

 

 この事は伊賀市水道が需要が高い夏場に現在の「許可水利権量０．０８４ｍ3/ｓ」を

遥かに越える取水をしているとしか思えない現象である。観測測量に幾らかの誤差

は付き物であるが、例えば、８・０８の１．６７ｍ3/ｓが両方の誤差を２０％とし、合わせ

て最大４０％の誤差を差し引くとして、残り約１．０ｍ3/ｓもが取水されている事になる。

尚、これらの減少数値は０．３５８ｍ3/ｓを超えており、「伊賀用水」新規水需要分が現

在の木津川自流水の中で、軽々と取水されている事をも示しているのである。 

 

 これに加え、筆者の最近の調査で「守田機械揚水」（慣行水利権 最大取水量０．１

６ｍ3/ｓ）が幽霊水利権である事が明らかになって来た。この関係者が三重県の聞き

取り調査に答えた内容は『大渇水時のみ運転していた。』との事であった。 

 よくよく調べてみると、「久米井堰」の受益地５０ｈa（申請時かんがい用水面積）の臨

時緊急施設であったようである。老朽化していた「久米井堰」は平成 6 年に三重県全

額負担により新築され、「久米井堰頭首工」という立派な可動堰になっており、常時０．

３ｍ3/ｓ・最大０．５５ｍ3/ｓの取水とされている。かんがい用水・防火用水・雑用水とし

て、未だに「慣行水利権」のままである。受益地は開発が進み、田畑は１０ｈa 程度残

存するのみである。その為か、「久米井堰頭首工」の用水は地区外の八幡地区（「森

井堰」から用水が来ている）水田の一部まで潤しているようである。 

  

「守田機械揚水」は平成６年を限りに運転はしていないと見られる。平成７，８年から
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「久米井堰頭首工」が利用され始め、その後、水不足がないからである。用水小屋は

荒れ果て、錆付き、電力線も切り取られ、ポンプも錆付き、非常時に速やかに運転で

きそうに無い状況である。 

 以上から言える事は、〔 「守田機械揚水」および「久米井堰頭首工」は、取水量が、

水利権量に対して長期的・安定的に少ない状況で推移しており、河川管理者はその

水利権の見直しを行わなければならないとする〈対象〉である 〕という事だ。 

 三重県は速やかに、流水占用事務手続きを執り、「守田機械揚水」慣行水利権（取

水量０．１６ｍ3/ｓ）の廃止、「久米井堰頭首工」の許可水利権への変更を行わなけれ

ばならない。 

 県の手続き後、近畿地方整備局は「木津川流況の見直し」を行い、三重県企業庁

或いは伊賀市の０．３５８ｍ3/ｓ全量または大部分水量の「永久水利権」を許可しなけ

ればならない。その事は、〈 表―３ 〉からも明らかであったが、この後、「森井堰」地

点の流況を見る事に拠って分かる事もあろうと、三重県企業庁の観測流量表の検討

を行うものである。 

 

〈 表―４ 〉 〔 三重県企業庁観測流量データから「森井堰」取水可能量の検討 〕 

                ｛ 単位：ｍ3/ｓ ｝ 

観測年月日 木津川１ 

 〔 １ 〕 

前川 

 〔 ２ 〕 

矢田川 

 〔 ３ 〕 

森井堰許可

取水量（－） 

伊賀用水の

取水可能量

H１８・４・１２  １１．９１   ０．１６９   ０．１６０   ０．０４４  １２．１９５ 

H１８・４・１７   ４．０７   ０．１２７   ０．２５０   ０．０４４   ４．４０３ 

H１８・４・２７   ０．５３   ０．０４１   ０．３７０   ０．０４４   ０．８９７ 

H１８・５・０８   ２．６１   ０．０７２   ０．７５０   ０．０４４   ３．３８８ 

H１８・５・２９   １．８０   ０．０７３   ０．４４０   ０．０９８   ２．２１５ 

H１８・６・０８   ０．３３   ０．０４０   ０．４５０   ０．０９８   ０．７２２ 

H１８・６・１９   ４．２９   ０．０６２   ０．６５０   ０．０９８   ４．９０４ 

H１８・７・０７   ３．４１   ０．０６９   ０．３２０   ０．０９８   ３．７０１ 

H１８・７・２８   ４．５５   ０．０８４   ０．４１０   ０．０９８   ４．９４６ 

H１８・８・０８   ６．５９   ０．０４５   ０．６００   ０．０９８   ７．１３７ 

H１８・８・２８   １．８０   ０．１１６   ０．２６０   ０．０９８   ２．０７８ 

H１８・９・１１   ２．８２   ０．０９２   ０．１８０   ―   ３．０９２ 

１８・１０・１０   ４．４０   ０．０４８   ０．１７０   ―   ４．６１８ 

１８・１１・１０   １．８５   ０．００５   ０．１１０   ―   １．９６５ 

１８・１２・１１   ２．４７   ０．０１０   ０．０１６   ―   ２．４９６ 

H１９・１・１０   ２．３７   ０．０３０   ０．１９５   ―   ２．５９５ 

H１９・２・０９   １．６９   ０．０１０   ０．１９０   ―   １．８９０ 

H１９・３・０９   １．４６   ０．０２０   ０．１８７   ―   １．６６７ 

〔注：森井堰許可水利権 代掻き期（５/１６～５/２０）０．２３２ｍ3/ｓ 苗代期（４/１０～

５/１５）０．０４４ｍ3/ｓ 生育期（５/２１～９/８）０．０９８ｍ3/ｓ 最大０．４４ｍ3/ｓ〕 

 

 上記のように「森井堰」地点で従来の井堰取水量に加え、伊賀用水が０．３５８ｍ3/

ｓを取水する事に何らの障害もない。〈 表―３ 〉に示した合計流量から０．３５８ｍ3/

ｓを差し引き、大内観測所の流況を見ても何の支障も考えられない。 
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〈 図―２ 〉 〔 大内観測所低水流路横断面図 〕 

 
  上図より縦・横縮尺を１/５０に統一した〔 大内観測所 低水路河道横断面図 〕を

次ページに示し、「河川維持流量」０．７４ｍ3/ｓと０．３ｍ3/ｓ、そして２．６９ｍ3/ｓの流

体横断面及び水深がどういうものかを理解して頂こう。Q＝１０．３５（H＋０．２９）² 

 こんな僅かな違いが大渇水時に数日あるからと言って、生息動植物にどれ程の悪

影響を齎すのか？詳細な研究論文を作ってもらわねばなるまい。 
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〈 図―３ 〉 〔 大内観測所 低水路河道横断面図  S＝１/５０ 〕 

 
 この観測地点の僅か２ｍ背後に大内排水樋門があり、大内集落及び青蓮寺用水

の排水、猪田統合頭首工からの一部用水の排水などが流れ込む。近畿地方整備局

は大内観測所データが大きな欠陥を持っている事も反省しなければならない。 
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